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教職員の懲戒処分について 

 

【処分１】 

１ 処 分 内 容 懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日 令和 8 年 1 月 22 日 

３ 職名・年齢・性別 教諭・36 歳・男性 

４ 地 域 ・ 校 種 西部地区・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日 令和 7 年 8 月 2 日から令和 7 月 9 月 19 日 

６ 事件・事故の概要 

 ⑴ 当該職員は、令和7年8月2日（土曜日）午前10時頃及び午後3時頃、教育活動

中に、私的端末での生徒の撮影は禁止されていたことを知りながら、生徒たち

の様子を自身のスマートフォンで動画撮影した。 

その後、当該職員は、撮影した動画の内容を確認した際、女子生徒2名のス

カート内の下着やブルマが映っていたため、該当部分を切り取って静止画とし

て編集し、自身のスマートフォンに保存した。 

 ⑵ 当該職員は、令和7年9月19日（金曜日）午後5時30分頃、都内の商業施設の

店舗内において、動画撮影状態にした自身のスマートフォンを、近くを歩いて

いた女性3名のスカートの中に差し向けた。  

    また、当該職員は、同日午後6時頃から午後6時30分頃の間、別の商業施設内

にある昇りエスカレーターにおいて、動画撮影状態にした自身のスマートフォ

ンを女性3名のスカートの中に差し向けた。 

 
 
【処分２】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（停職１月） 

２ 処 分 年 月 日  令和 8 年 1 月 22 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・37 歳・男性 

４ 所 属 名  加須市立志多見小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 7 年 2 月 18 日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和7年2月18日（火曜日）午前8時20分頃、校内において、校長

から指導を受けていたところ、激昂し、教卓上に置いてあった児童の作品を破

き、火のついたストーブを足裏で強く蹴飛ばした。また、当該職員は、制止し

ようとした男性教諭に対し、その顔面を右手の拳で1回殴り、腹部を数回蹴るな

どの暴行を加えた。 
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【処分３】 
１ 処 分 内 容 懲戒処分（戒告） 

２ 処 分 年 月 日 令和 8 年 1 月 22 日 

３ 職名・年齢・性別 助教諭・28 歳・男性 

４ 所 属 名 川口市立柳崎小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 7 年 5 月 13 日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和7年5月13日（火曜日）正午頃、給食の準備の際、担任する児

童の発言に感情的になり、「給食は食べられません。」と言って配膳用のトレイを

取り上げた。 

  その後、泣いている同児童を校舎外につながるドアから校庭に出し、ドアの鍵

を閉めた。同児童が校舎外から教室に戻ってきた際には、同児童の肩付近を両手

で押さえて制止し、同児童を教室へ入れないようにした。 

 
 
 
● 問合せ先   

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

  【処分 1】向後（健） 【処分 2】田中 【処分 3】向後（理） 

      直通 048-830-6933 内線 6933 

      E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 
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